
9月末日まで 事業所 障害福祉課 国保連合会
過誤申立

10月1週 事業所 障害福祉課 国保連合会
取下げ依頼

10月1週 事業所 障害福祉課 国保連合会

10月2週 事業所 国保連合会
再請求

11月中 事業所 国保連合会
返還請求

11月中 事業所 国保連合会
再請求支払

（例１）
（例２）

取下げ決定通知
　　　　　※この時点で再請求が可能になります。

50000円相殺後、再請求支払として10000円の支払。
40000円相殺後、返還請求として10000円の請求。

過誤申立手続きの流れ（イメージ図）

相殺


